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議案第１４号  

羽生市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する

条例の一部を改正する条例  

羽生市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例（令和元

年条例第２２号）の一部を次のように改正する。  

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては

「改正前部分」と、改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）

については、次のとおりとする。  

（１）  改正前部分及びそれに対応する改正後部分が存在するとき

は、当該改正前部分を当該改正後部分に改める。  

（２）  改正前部分のみ存在するときは、当該改正前部分を削る。  

（３）  改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。  

改  正  後  改  正  前  

（会計年度任用職員の給与）  （会計年度任用職員の給与）  

第２条  会計年度任用職員には、次の

各号に掲げる職員の区分に応じ、当

該各号に定める給与を支給する。  

第２条  会計年度任用職員には、次の

各号に掲げる職員の区分に応じ、当

該各号に定める給与を支給する。  

（１）  法第２２条の２第１項第２

号 に 規 定 す る 会 計 年 度 任 用 職 員

（以下「フルタイム会計年度任用

職員」という。）  給料、地域手

当、通勤手当、特殊勤務手当、時

間外勤務手当、宿日直手当、夜間

勤務手当、休日給、期末手当及び

勤勉手当  

（１）  法第２２条の２第１項第２

号 に 規 定 す る 会 計 年 度 任 用 職 員

（以下「フルタイム会計年度任用

職員」という。）  給料、地域手

当、通勤手当、特殊勤務手当、時

間外勤務手当、宿日直手当、夜間

勤務手当、休日給及び期末手当  

（２）  法第２２条の２第１項第１

号 に 規 定 す る 会 計 年 度 任 用 職 員

（以下「パートタイム会計年度任

用職員」という。）  報酬、期末

手当及び勤勉手当  

（２）  法第２２条の２第１項第１

号 に 規 定 す る 会 計 年 度 任 用 職 員

（以下「パートタイム会計年度任

用職員」という。）  報酬及び期

末手当  

２  （略）  ２  （略）  

（パートタイム会計年度任用職員の

期末手当）  

（パートタイム会計年度任用職員の

期末手当）  

第１５条  給与条例第２１条から第２１

条の３までの規定は、任期の定めが

第１５条  給与条例第２１条から第２１

条の３までの規定は、任期の定めが
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６か月以上のパートタイム会計年度

任用職員（規則で定める者を除く。

以 下 こ の 条 及 び 次 条 に お い て 同

じ。）について準用する。この場合

において、給与条例第２１条第４項

中 「 そ れ ぞ れ の 基 準 日 現 在 （ 退 職

し、又は死亡した職員にあっては、

退職し、又は死亡した日現在）にお

いて職員が受けるべき給料及び扶養

手当の月額並びにこれらに対する地

域 手 当 の 月 額 の 合 計 額 」 と あ る の

は、「それぞれの基準日（退職し、

又は死亡した職員にあっては、退職

し、又は死亡した日）以前６か月以

内のパートタイム会計年度任用職員

としての羽生市会計年度任用職員の

給与及び費用弁償に関する条例（令

和元年条例第２２号）第９条に規定

する報酬の基本額に同条例第１０条

に規定する地域手当に相当する報酬

の額を加算した額に基準日までに勤

務した同条例第１１条第１項に規定

する正規の勤務時間を乗じ、その額

を基準日までに勤務した月数で除し

た額」と読み替えるものとする。  

６か月以上のパートタイム会計年度

任用職員（規則で定める者を除く。

以下この条において同じ。）につい

て準用する。この場合において、給

与条例第２１条第４項中「それぞれ

の基準日現在（退職し、又は死亡し

た職員にあっては、退職し、又は死

亡した日現在）において職員が受け

るべき給料及び扶養手当の月額並び

にこれらに対する地域手当の月額の

合計額」とあるのは、「それぞれの

基準日（退職し、又は死亡した職員

にあっては、退職し、又は死亡した

日）以前６か月以内のパートタイム

会計年度任用職員としての羽生市会

計年度任用職員の給与及び費用弁償

に関する条例（令和元年条例第２２

号）第９条に規定する報酬の基本額

に同条例第１０条に規定する地域手

当に相当する報酬の額を加算した額

に基準日までに勤務した同条例第１１

条第１項に規定する正規の勤務時間

を乗じ、その額を基準日までに勤務

した月数で除した額」と読み替える

ものとする。  

２・３  （略）  ２・３  （略）  

（パートタイム会計年度任用職員の

勤勉手当）  

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿  

第１５条の２  給与条例第２１条の４

の規定は、任期の定めが６か月以上

のパートタイム会計年度任用職員に

つ い て 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い

て、給与条例第２１条の４第２項第

１号中「勤勉手当基礎額にその職員

がそれぞれの基準日現在（退職し、

又は死亡した職員にあっては、退職

し、又は死亡した日現在。次項にお

いて同じ。）において受けるべき扶

養手当の月額及びこれに対する地域

手当の月額の合計額を加算した額」

とあるのは「勤勉手当基礎額」と、

同条第３項中「基準日現在において
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職員が受けるべき給料の月額及びこ

れ に 対 す る 地 域 手 当 の 月 額 の 合 計

額」とあるのは「基準日（退職し、

又は死亡した職員にあっては、退職

し、又は死亡した日）以前６か月以

内のパートタイム会計年度任用職員

としての在職期間における報酬（フ

ルタイム会計年度任用職員との均衡

を 考 慮 し て 規 則 で 定 め る 額 を 除

く。）の１か月当たりの平均額」と

する。  

２  前条第２項及び第３項の規定は、

パートタイム会計年度任用職員の勤

勉手当の支給について準用する。  

＿  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿  

（端数計算）  （端数計算）  

第１８条  （略）  第１８条  （略）  

２  報酬の基本額、第１０条の地域手

当に相当する報酬の額、第１１条の

時 間 外 勤 務 手 当 に 相 当 す る 報 酬 の

額、第１２条の休日給に相当する報

酬の額、第１３条の夜間勤務手当に

相当する報酬の額、第１５条に規定

する期末手当の額及び第１５条の２

に規定する勤勉手当の額を算定する

場合において、当該額に５０銭未満

の端数を生じたときはこれを切り捨

て、５０銭以上１円未満の端数を生

じたときはこれを１円に切り上げる

ものとする。  

 

２  報酬の基本額、第１０条の地域手

当に相当する報酬の額、第１１条の

時 間 外 勤 務 手 当 に 相 当 す る 報 酬 の

額、第１２条の休日給に相当する報

酬の額、第１３条の夜間勤務手当に

相当する報酬の額及び第１５条に規

定する期末手当の額を算定する場合

において、当該額に５０銭未満の端

数を生じたときはこれを切り捨て、

５０銭以上１円未満の端数を生じた

ときはこれを１円に切り上げるもの

とする。  

附  則  

（施行期日）  

１  この条例は、令和６年４月１日から施行する。  

（羽生市職員の育児休業等に関する条例の一部改正）  

２  次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては

「 改 正前 部分 」と 、 改正 後の 欄に あ って は「 改正 後 部分 」と い

う。）については、次のとおりとする。  

（１）  改正前部分及びそれに対応する改正後部分が存在すると
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きは、当該改正前部分を当該改正後部分に改める。  

（２）  改正前部分のみ存在するときは、当該改正前部分を削る。  

（３）  改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 
 

改  正  後  改  正  前  

（育児休業をしている職員の期末手

当等の支給）  

（育児休業をしている職員の期末手

当等の支給）  

第７条  （略）  第７条  （略）  

２  職員の給与条例第２１条の４第１

項に規定するそれぞれの基準日に育

児休業をしている職員のうち、基準

日以前６か月以内の期間において勤

務した期間（規則で定めるこれに相

当する期間を含む。）がある職員に

は、当該基準日に係る勤勉手当を支

給する。  

 

２  職員の給与条例第２１条の４第１

項に規定するそれぞれの基準日に育

児休業をしている職員（会計年度任

用職員を除く。）のうち、基準日以

前６か月以内の期間において勤務し

た期間（規則で定めるこれに相当す

る期間を含む。）がある職員には、

当該基準日に係る勤勉手当を支給す

る。  

 

令和６年２月１９日提出  

埼玉県羽生市長  河  田  晃  明    

 


